
令和４年度 公共事業事後評価（試行）の審議経過等

１ 令和４年度第３回公共事業評価専門委員会《R4.7.29 》

◆委員ヒアリング・現地調査
□ R4.10.3〔ヒアリング〕

・道営土地改良事業費（農地整備事業）【沼西】（沼田町・北竜町）
・水産基盤整備事業費 【常呂】（北見市）

□ R4.10.12〔現地調査〕
・水産基盤整備事業費 【常呂】（北見市）

□ R4.10.17〔現地調査〕
・道営土地改良事業費（農地整備事業）【沼西】（沼田町・北竜町）

□ R5.1.17〔ヒアリング〕
・道営土地改良事業費（水利施設等保全高度化事業） 【訓子府北西】 （訓子府町）
・漁港海岸保全事業費（侵食対策事業） 【標津】 （標津町）
・林道整備事業費（農山漁村交付金事業） 【シコロの沢】 （岩見沢市）
・広域河川改修事業費（社会資本整備総合交付金） 【シブノツナイ川】 （紋別市・湧別町）
・砂防総合流域防災事業費（社会資本整備総合交付金）【四線川】 （富良野市）
・急傾斜地崩壊対策事業費（社会資本整備総合交付金）【室蘭西小路2】 （室蘭市）
・都市計画街路事業費(社会資本整備総合交付金） 【3・3・8 金星橋通】（旭川市）

令和４年度 公共事業事後評価の概要

◆基本的な考え方
事前評価等の対象となった地区の事業完了後において、事業効果の発現状況や整備施設の管理状況等

の確認を行い、その結果を同種事業の今後の実施に活用することを目的に事後評価を実施する。

◆評価の対象
公共事業再評価又は事前評価を実施した事業完了後３年目の全２５地区のうち、「主な事業種別

（１２種別）」から概ね１地区を選出。

◆評価の対象地区数
９地区（農政部２地区、水産林務部３地区、建設部４地区）

◆評価の視点
(1) 効果の発現状況
・ 整備後の効果発現
・ 整備施設の管理及び利用者等への意見聴取
・ 整備における環境等の影響

(2) 効果の発現状況を踏まえた同種事業に今後活用すべき事項

◆評価の時点
事業完了後３年目の８月１日現在における状況

◆令和４年度 公共事業事後評価の審議

２ ヒアリング等《R4.10.3～R5.1.17》

４ 令和５年度第１回政策評価委員会《R5.4.6 》

３ 令和４年度第５回公共事業評価専門委員会《R5.2.10》
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◆令和４年度 公共事業事後評価実施要領の審議、評価対象９地区（うち現地調査対象２地区）の決定

◆令和４年度 公共事業事後評価（試行）結果の報告


